
多くのエネルギーを消費している製造業の工場等において、省エネ・脱炭素化を促進するモデルとなる取組を創出
し、その取組を市内中小製造業に波及させていくことを目的とする。

製造業を営む市内に本社及び製造拠点を有する中小企業者等

以下の要件をすべて満たす取組
（1）省エネ・脱炭素化を目的とした先進的な設備の導入及び設備の運用改善の取組の実施により、施設全体の二
酸化炭素排出量が10％以上低減することが見込まれること。
※「先進的な設備の導入」と「設備の運用改善」のいずれの取組も行っていただく必要があります。
※二酸化炭素排出量を10t以上低減する取組を、採択の目安としています。
（2）導入設備は、市内の製造拠点に導入するものであり、かつ補助対象者が自ら所有し、使用するものであること。
※製造拠点と同一の敷地内にある事務所や営業所における設備の更新及び運用改善も対象とします。
（3）省エネ・脱炭素化に関する外部専門家から助言・指導を受けて行う取組であること。
（4）申請する事業について、国や自治体が交付する他の補助金等の交付を受けていないこと。

補助上限額1,000万円、補助率2/3
 

1件

補助対象設備に係る以下の費目とする。
■設備費　■設計費　■工事費　■委託費

札幌市経済観光局産業振興部産業振興課ものづくり産業係
〒060‐8611　札幌市中央区北1条西2丁目　札幌市役所本庁舎15階北側
TEL：011‐211‐2392
URL：https://www.city.sapporo.jp/keizai/seizo/shien/seizougyousyouene.html

※令和7年度事業詳細は、市ホームページなどで公開する公募要領等をご確認ください。
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